
防衛省職員（技能職（電気整備））の公募について 
 

防衛省内部部局では、防衛省職員（技能職（電気整備））を以下の要領にて募集します。 

 

１ 採用人員、職務内容等 

 

採用区分 採用数 勤務先 職務内容 採用予定日 

技能・労務職 
（電気整備） 

若干名 
防衛省 

大臣官房会計課 
（市ヶ谷） 

防衛省市ヶ谷庁舎における電気
設備、通信設備及び消防設備等
に係る維持管理に関する業務等 

令和７年 
４月１日 

以降 

※採用予定日は令和７年４月１日を原則としますが、 採用者の事情に配慮しますのでご相談ください。 

 

２ 応募資格 

(1) 中学校卒業以上の学歴を有する者 

(2) 次のいずれかの資格を有する者 

・電気工事士免状（第一種又は第二種）保有者（資格免状取得見込みを含む。） 

・電気主任技術者免状（第二種又は第三種）保有者（資格免状取得見込みを含む。） 

（上記の「資格免状取得見込み」とは、資格試験に合格済み、学歴又は資格と実務経験により 

免状の交付をまだ受けていない者のことです。） 

 

※ 当該資格を満たしているかどうかを確認するため、最終合格者の方には保有する免状等の写

し（資格免状取得見込みの場合は勤務証明書等）を御提出いただきます。勤務証明書等が提

出できない期間は職務経験に通算されませんので御注意ください。また、勤務証明書等を提

出できない場合又は虚偽の記載がなされている場合には、採用予定が取り消される場合があ

ります。 

 

３ 応募制限 

以下に該当する方はご応募できませんので、あらかじめご了承願います。 

 

(1) 日本国籍を有しない者 

(2) 自衛隊法(昭和２９年法律第１６５号）第３８条第１項の規定により防衛省職員となること

ができない者 

(ア) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまで

の者 

(イ) 法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

(ウ) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の

団体を結成し、又はこれに加入した者 



(3) 平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心身耗弱を原因と

するもの以外） 

(4) 採用予定時期までに自衛隊法第４４条の６に定める定年に達する者（令和７年度における

定年年齢は６２歳） 

 

４ 応募書類 

・履歴書 １通 

防衛省 HP 内の様式を使用し、必ず写真を貼付してください。また中学卒業以降の学歴、職

歴を全て記入してください。 

 

５ 応募方法 

  防衛省 HP 内の応募フォームより応募書類を送付してください。受付期間以外に送付されたも

のは申込みを受け付けません。また、郵送等による応募も受け付けません。 

【受付期間：令和６年１１月６日（水）～令和６年１２月５日（木）】 

 

６ 選考方法 

書類選考後、二次試験（面接・作文試験、及び身体検査（健康診断とおおよそ同様のもの））を

行い、合否を決定します。書類選考合格者には二次試験の実施日を電話若しくはメールにてご連

絡致します。 

※ 選考の状況、及び日程の都合によっては、試験内容の変更が行われる場合があります。 

 

７ 採用形態 

特別職国家公務員 防衛技官 常勤職員（いわゆる正社員） 行政職俸給表（二）適用 

 

８ 待遇 

(1) 給与（防衛省の職員の給与等に関する法律（昭和２７年法律第２６６号」に基づき支給） 

(ア) 採用時の給与額は、学歴、経験年数等を勘案して算定します。 

(イ) 昇給制度があります。 

(2) 手当 

(ア) 扶養手当：扶養親族がある者に支給 

(イ) 地域手当：（１）給与の２０％を地域手当として支給 

(ウ) 住居手当：借家住居者等に、月額最高２８，０００円 

(エ) 通勤手当：交通機関等利用者に１ヶ月当たり最高５５，０００円 

(オ) 期末手当・勤勉手当（いわゆるボーナス）：１年間に俸給等の４．５カ月分（令和５年

度実績。法令の改正等により若干の変動がある場合が有ります） 

(カ) 超過勤務手当等：超過勤務等を行った場合、実績に応じて支給 

 



  〇初任給例（目安であり、実際の支給額とは異なる場合があります。） 

       ・高卒（社会人経験５年）：月給２２２，４８０円～ 

       ・高卒（社会人経験１５年）：月給２５８，８４０円～ 

※法令の改正等により若干の変動がある場合があります。 

(1) 勤務時間 

１週間あたり３８時間４５分です。夜間・早朝、及び土日祝日の勤務がある場合があります。 

(2) 休暇 

年次休暇、病気休暇、介護休暇のほか、特別休暇（夏季・結婚・出産・忌引・子の看護・ボ

ランティア等）があります。 

(3) その他 

自衛隊法第４４条の６の規定に基づき定年制が適用されます。 

 

９ その他 

 

(1) 受験のための旅費、宿泊費等は支給されません。 

(2) 提出された書類等は返却しませんので、あらかじめご承知おき下さい。提出された書類等は

厳重に管理し、本件採用活動以外には利用しません。 

(3) 書類の提出後、住所等を変更したときには、速やかに下記問い合わせ先へ連絡してください。 

(4) その他、不明な点は下記までお問い合わせ下さい。 
 

（お問い合わせ先） 

防衛省大臣官房秘書課 技能・労務職選考採用担当 

電話番号：０３－３２６８－３１１１（代表） （内線）２０２０３ 

メールアドレス：saiyou6@ext.mod.go.jp 

受付時間：平日１０時～１７時 

担当：長根、山秋 
 


